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 年度当初の「学校だより第104号」の「新年度のごあいさつ」の中で、「目指す学校

像」として 

〇生徒にとって来て良かった学校 〇保護者にとって預けて良かった学校 

〇教職員にとって勤めて良かった学校  

〇生徒の自尊感情を高め、生徒が、自分自身に、友達に、学級・学年・学校、 

ふるさとに、大蔵中生であることに誇りを持てる学校  

〇いじめを絶対に許さない、誰もが過ごしやすい学校 

  とし、その実現に向けて４月より取り組んでまいりました。 

 

  １１月は「いじめ防止月間」として、生徒会執行部でも取組を進めます。 

  「いじめ防止」については、「いじめ防止基本方針」を差まで、毎学期実施してい

ます「生活アンケート」で実態を把握し、未然防止、早期発見に努めております。 

  「いじめ」とは、「どの学校にも、どの児童生徒にも起こりうる」、「人権侵害で

あり、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすもので、人として決

して許される行為ではない」ものです。「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面

的・形式的にすることなく、いじめられている児童生徒の立場に立つことが大前提で

す。たとえ、加害者側が「悪気がなかった」、「いじめているつもりはなかった」として

も、被害者側が、傷つけられる言葉により、心身の苦痛を感じたら「いじめ」とみなさ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月１４日に大きく報道されていましたが、昨年度の「児童生徒の問題行動等生

徒指導の諸問題に関する調査結果（文部科学省）」によりますと、県内の公立学校で

の「いじめ認知件数」は、新型コロナウイルス感染症拡大のために学校が２か月間

臨時休業したこともあり、前年度より 2,803 件減少していますが、1 万 9,980 件と

2019 年度に次ぐ過去２番目に多かったことが判明しました。本校においては、昨年

度〇〇件、本年度は１０月末現在で〇〇件となっております。 

「いじめ」の定義 

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象

となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの 

「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月２８日施行）より 

直心さんのお母様から 

今後詳細な結果は１２月にお知らせしますが、本年度の「学力学習状況調査」の生

徒質問紙調査において、本校３年生は「いじめはどんな理由があってもいけないこ

と」「人が困っているときは、進んで助けますか」と回答した生徒が９６％と、全国・県

平均より１０％上回っておりました。 

また、近年大きな問題となっているのが、携帯電話やスマートフォンなどでの誹

謗・中傷といった「ネットいじめ」です。このことについては、本校では多くの生徒が

ネットを自由に使える環境にあるため、ネットトラブルに巻き込まれないよう、スマー

トフォンやネットのルールやマナーを身につけ正しく使用ができるよう、「生徒指導通

信」や情報モラル講演会の実施等により指導をしているところです。 

特に、「ネットいじめ」は、内容によっては、「いじめ防止対策推進法」と違い、「刑

法」の適応を受け、民事上だけでなく刑事上の責任も発生します。特に、１５歳となっ

ている場合は、刑事責任能力があるとみなされます。市教育委員会法務担当課長

（弁護士）に、昨年度確認した内容です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、市教育委員会専門の監視員（コンサルタント）とアドバイザー契約を行

い、インターネットを利用する上でのマナーやトラブルについて、学校へのフォロー

指導を行う「ネット見守り活動」を実施していますが、学校ですべてを把握すること

は難しいことから、ご家庭でも気を付けて頂きますようよろしくお願いします。 

なお、子どもさんの様子で気になること（例えば、服が汚れていた。学用品が壊さ

れていた。擦り傷があった。必要以上にお小遣いをほしがる等）がありましたら、す

ぐに学級担任、部活動顧問等、学校にご相談下さい。 

 引き続き、「いじめを許さない・誰もが過ごしやすい学校づくり」に取り組んでま

いりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。なお、このことについて、

何かご意見・ご質問等がありましたら、校長までご遠慮なくお聞きかせ下さい。 

（１）刑事上の責任 

〇刑法２３０条（名誉棄損） 

  個人同士のやりとりではなく、SNS 上で、グループや不特定多数の人が見ること

ができる中、「きもい」「くず」等の誹謗・中傷する内容を書き込んだ場合、被害生徒の

名誉感情を害しているので、「名誉棄損」が適用される。 

 〇刑法２３１条（侮辱） 

  SNS 上で、多くの人が見ることができる中、「きもい」「くず」等の誹謗・中傷する

内容を書き込んだ場合、悪口を言っているので、「侮辱」が適用される。 

 ⇒両方にあたる場合は「併合罪」となる。その場合は、量刑の重い方が適用され、

「名誉棄損」で処罰される。なお、刑法２３２条にあるように、いずれも「親告罪」と

なっているため、被害者側が、警察に被害届を出し告訴しないと成立しない。 

（２）民事上の責任 

   民事上の責任も問われる。被害者側は慰謝料を請求することができる。相場は

決まっていないが１００万円になる場合もあり、生徒本人が賠償できるものではな

い。 


